
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

【請求項２】
　

【請求項３】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、首や腕に掛け止め着用するネックレスやブレスレット等の装身具

関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
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単一の剛質芯線に宝玉類の装飾体群を挿通した連珠体から成る装身具の端部の該装飾体
群の抜け止め係止構造にして、前記剛質芯線の端部と、前記連珠体両端の連結用リング部
を有する柔軟質線材が、駒状の係止具の貫通孔内に重合セットされ、該重合セットの該剛
質芯線と該柔軟質線材が圧入ピンまたはねじピンによって押圧固定された剛柔軟材重合セ
ットロック形態の構造を特徴とする装身具の端部係止構造。

柔軟質線材が、外周に透明樹脂被覆を備えた撚線ロープ材から成る請求項１に記載の装
身具の端部係止構造。

柔軟質線材が、金属粉を混入して成る樹脂被覆を備えた撚線ロープ材から成る請求項１
に記載の装身具の端部係止構造。

の端部係止
構造に



　広く一般に使用されている代表的装身具のネックレスは、真珠等の宝玉等の装飾体群を
単一の芯線に通して連珠状にした連珠体が主要部を成し、この連珠体の両端を連結係止し
て環状体にして首に掛け止め着用する基本形態に成っている。そして、その芯線は、絹糸
等の柔軟糸や特開２０００－１０６９２３に示される形状記憶合金線を用いたものが普及
しており、首への着用状態において「連珠体を成す装飾体のそれぞれが」着用者の素肌や
着衣面に接して重力によって垂れ下がる平面装着形態に構成されている。
【０００３】
　そして、その連珠体の両端部分は実用新案登録第３０１４５７６号のように該連珠体の
両端の装飾体を貫通して引き出した芯線を、それぞれ連結用リング部にして相互に着脱自
在に連結して環状にする連結手段が採られている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　以上の従来のネックレスは前記の平面装着形態であることから、夏季やスポーツ選手の
ように素肌に着用すると、その連珠体が素肌になじんで装飾体群のそれぞれが素肌に直接
接触して垂れ下がる形態となるので、汗や素肌垢が付着したり汗を堰き止めたりするので
、「ベタツキ感」を生ずると共に、真珠等の装飾体が黒ずんたりして美観を損う不具合が
ある。そして、着用状態のネックレスは平面的視認感にして立体感に欠けるので単調化し
た美観になる傾向が避けられず美観性の格調に欠ける。
【０００５】
　そして、前記の連珠体は長さ方向の伸縮ができない構造の為、首への着用時に若干引き
伸ばして掛け易くすることができず着用しづらいケースがある。そして、例えば抱いた幼
児が引っ張る等の強い伸び外力を受けたときは芯線が伸びて形状不良になったり、破断し
てバラバラに破損することがあると共に、その強い引っ張りによる衝撃力によって線条体
のネックレスが首筋に喰い込んで皮膚を傷けることがある。
【０００６】
　さらに、従来のネックレスの前記の環状連結手段において「芯線をＮｉ（ニッケル）－
Ｔｉ（チタン）合金線の形状記憶合金線等の高剛質材の線材」にすると、前記の連結用リ
ング部の形成加工や装飾体群を抜け止めする駒状係止具へのロー付・溶着が困難にして、
連珠体の環状連結対策がしづらい加工上の難点がある。
【０００７】
　本発明は、以上の従来技術の難点を解消 を提供するものであ
る。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　以上の目的を達成する本発明

【０００９】
　

【００１０】
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する装身具の端部係止構造

の装身具の端部係止構造は「単一の剛質芯線に宝玉類の装
飾体群を挿通した連珠体から成る装身具の端部の該装飾体群の抜け止め係止構造にして、
前記剛質芯線の端部と、前記連珠体両端の連結用リング部を有する柔軟質線材が、駒状の
係止具の貫通孔内に重合セットされ、該重合セットの該剛質芯線と該柔軟質線材が圧入ピ
ンまたはねじピンによって押圧固定された剛柔軟材重合セットロック形態の構造を特徴と
する装身具の端部係止構造」に成っている。

即ち、前記構成の本発明の装身具の端部係止構造は、前記の剛柔軟質材の重合ロック形
態にすることによって、その柔軟線材を「機械要素のナット締付けロック部位のスプリン
グワッシャー」の如く緊締ロックの弛緩止めと、ロックされた剛質物間のクッション材と
して機能させてロック係止力のさらなる向上と安定を図る思想を特徴とするものにして、
その柔軟質線材は綿糸・絹糸・金属糸・非金属糸を撚合したロープ材または単線材が用い
られ、係止固定力のさらなる向上を図る技術意図からロープ材の外周に金属粉入り樹脂被
覆を設ける形態にしたり、視認美観のさらなる向上を図る技術意図から撚合構成のロープ
体の態様にすることがある。



【作用】
　

【００１１】
　

【００１２】
【発明の実施の形態】
　

【００１３】
　

【００１４】
　

【００１５】
　

【００１６】
　

【００１７】
　

【００１８】
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前記構成の本発明の装身具の端部係止構造はスプリングワッシャー機能する前記の剛柔
軟材の重合セットロック形態によって連珠体の両端を駒状係止具に係止ロックするので、
連珠体の装飾体群の抜け止めロック性能が安定して装身具着脱の際の外力や着用時の自重
荷重および着用中の突発的引き伸ばし外力等に充分に耐えて芯線の弛緩を生ずることなく
連珠体の形状が長期に安定する。

そして、剛柔軟材の重合セット形態を構成する柔軟質線材の駒状係止具からの引き出し
部分に、相互連結用リング部が容易に形成できるので、剛質芯線を用いた場合の連珠体の
環状連結手段の形成設定が極めて簡便にして的確にできる。

まず、本発明の端子連結構造を備えた装身具の一実施例を図１～図３を参照して説明す
る。即ち、この実施例の装身具１は真珠の装飾体３群を単一の芯線４に通して連珠状にし
た連珠体２を主要部に成すネックレスＮにして、その連珠体２の主要部に当る中間部分に
ヘリカル状のコイル部５を設けた特有形態を成している。

詳しくは、芯線４は形状記憶合金線のＮｉ－Ｔｉ合金線（直径＝０．４粍）にして（図
２参照）ネックレスＮの着用使用温度領域（概ね０℃～４０℃）において、中間部分が「
コイルピッチＰにしてコイル径Ｄ・約６巻きのコイルばね形態」を維持するコイル部５を
備えた形状を有し、この芯線４を装飾体３のそれぞれの貫通孔に通した連珠体２に形成さ
れており、このネックレスＮの通常の着用状態において、コイル部５のコイルばね形態を
維持する構造に成っている。

そして、以上の連珠体２から成るネックレスＮは、本発明の「装身具の端部係止構造」
の一実施例から成る「連珠体２の端部係止構造」を有している。

即ち（図３参照）連珠体２の両端の最後の装飾体３Ａに続いて駒状の係止具６を芯線４
の端部に挿着して装飾体３群を芯線４から抜け止めして連珠体２の形状安定を図る連珠体
２の端部係止構造において、この実施例のものはＮｉ－Ｔｉ合金線の剛質の芯線４と、相
互連結用の連結リング部８を有して２重に重合した柔軟質線材７を重ね合せて係止具６の
貫通孔９内にセットし、そのセット状態の芯線４と柔軟質線材７を係止具６のピン圧着孔
１１に圧入した圧入ピン１０によって、係止具６の外側へ連結リング部８を突き出した柔
軟質線材７と芯線４が押圧着されて「剛柔軟材重合ロック形態」で固定ロックされた構造
に成っている。

なお、この実施例の柔軟質線材７は「綿糸７本撚りの直径０．２７粍のロープ材に透明
ナイロンコートを施した外直径０．３６粍のロープ材」であり、柔軟質線材７と芯線４は
係止具６への圧着ロック後に、係止具６から突き出している不用部分がカット除去される
。なお、図中の１３はリンクプレート、１４は連結用フックである。

以上の実施例の装身具１のネックレスＮは着用時の環状を維持する両端係止構造が前記
の剛柔軟材重合固定形態から成るので、芯線４が成形加工性に劣る剛質線の場合でも、連
珠体２の端部の相互連結対策が容易にして、かつ、その環状連結性能が安定する。

さらに、この実施例の端部係止構造は柔軟質線材として撚合ロープ材が用いてあるので
以下に述べる特有作用がある。即ち、係止具６から突き出す連結リング部８が受光して透
明ナイロン被覆を通してロープ表面に達すると「撚り頂部と撚り谷部が密に存在する凹凸
表面によって明暗差を生ずると同時に受光が乱反射すると考えられ」例えば窓際等におい
て太陽光を受光した連結リング部８が「太陽光によって波間が輝くさざ波模様」の類似現



【００１９】
　

【００２０】
　

【００２１】
【発明の効果】
　

【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の 装身具の一実施例を示し、（Ａ）はその正面図
、（Ｂ）はその右側面図（左側面図は右側面図と対称にあらわれる）、（Ｃ）は（Ａ）の
ＥＥ断面図、（Ｄ）はその底面図
【図２】　図１実施例の装身具の芯線の正面図
【図３】　本発明の装身具の端部係止構造の一実施例の構造と形成方法を示す正面図
【符号の説明】
　１　装身具
　２　連珠体
　３　装飾体
　４　芯線
　５　コイル部
　６　係止具
　７　柔軟質線材
　８　連結リング部
　９　貫通孔
　１０　圧入ピン
　１１　ピン圧着孔
　Ｎ　ネックレス
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象を呈して視認され、ネックレスＮの美的効果のさらなる向上ができる。なお、連結リン
グ部８は着用状態において首背部に存在するものの、若干長めにセットしておくことによ
って前記の特有作用が有効に享受できる。

続いて本発明の装身具の端部係止構造の他の実施態様を説明する。即ち、図示しないが
、係止具６に「剛質芯線４と柔軟質線材７を重合して係止ロックする」ものにおいて、そ
の柔軟質線材７を「アルミナ等の金属粉入り樹脂被覆つき構造」にすることがある。この
実施態様によると、圧入ピン１０等によって圧着された柔軟質線材７の樹脂被覆内の金属
粉が「剛質の芯線４と係止具６の貫通孔周壁とのアンカー」として機能するので、係止具
６による係止ロック力が一段と安定し向上する。

なお、本発明の装身具の端部係止構造は前記の実施例に限定されず、係止具６内に芯線
４と柔軟質線材７を圧着ロックする圧入ピン１０に代えて、雌ねじ孔のピン孔に螺合させ
る「ねじピン」を用いることがある。そして、前記実施例のネックレスＮのみではなく、
連珠体２を主要部に成すブレスレットその他の装身具にも応用する。

以上の説明のとおり、本発明の装身具の端部係止構造は、連珠体端部の相互連結対策が
容易にて、かつ、連珠体の形状安定を図り、本体の装身具の作用効果を円滑に支援する等
の効果がある。

端部連結構造を備えた



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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